
様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公共施設再配置・複合施設機能検討懇談会委員名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 
会議の開催 

記録項目 
１氏名、２性別、３住所、４電話番号、５職業・職

歴、６職業上の地位、７口座番号 

記録範囲 公共施設再配置・複合施設機能検討懇談会委員 

記録情報の収集方法 
他の市の機関、他の官公庁、民間・私人（本人の同

意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 本庄市まち・ひと・しごと創生懇談会委員名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 

本庄市まち・ひと・しごと創生懇談会を開催するた

め 

記録項目 
１氏名、２性別、３住所、４電話番号、５職業・職

歴、６職業上の地位、７口座番号 

記録範囲 本庄市まち・ひと・しごと創生懇談会委員 

記録情報の収集方法 
・本人 

・他の市の機関、民間・私人（本人の同意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 本庄市行政改革審議会委員名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 
本庄市行政改革審議会委員会を開催するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４職業・職歴、５口

座番号 

記録範囲 本庄市行政改革審議会委員 

記録情報の収集方法 

・本人 

・市の機関内、他の市の機関、民間・私人（本人の

同意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 本庄地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 

本庄地域定住自立圏共生ビジョン懇談会を開催す

るため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４職業・職歴、５職

業上の地位 

記録範囲 本庄地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員 

記録情報の収集方法 
・本人 

・他の市の機関、民間・私人（本人の同意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 本庄市総合教育会議名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 
本庄市総合教育会議を開催するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４職業・職歴、５職

業上の地位 

記録範囲 本庄市総合教育会議構成員 

記録情報の収集方法 他の市の機関（法令等に定めがある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 本庄市総合振興計画審議会委員名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 
本庄市総合振興計画審議会を開催するため 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日等、４住所、５電話番

号、６職業・職歴、７職業上の地位、８口座番号 

記録範囲 本庄市総合振興計画審議会委員 

記録情報の収集方法 
・本人 

・他の市の機関、民間・私人（本人の同意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 本庄市登録統計調査員名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 

本庄市を経由して実施する統計調査に従事可能な

統計調査員候補者を把握するため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日等、４住所、５電話番

号、６職業・職歴、７口座番号、８健康状態 

記録範囲 本庄市登録統計調査員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第１号（第３条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金申請書 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 
特別定額給付金を給付するため 

記録項目 
１氏名、２生年月日等、３住所、４電話番号、５口

座番号、６家族状況 

記録範囲 
令和２年４月２７日において本市の住民基本台帳

に記録されている者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
・本人 

・代理人（本人の同意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
本庄市公共施設等マネジメント推進審議会委員名

簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 企画財政部 企画課 

個人情報ファイルの利用

目的 

本庄市公共施設等マネジメント推進審議会を開催

するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４職業・職歴、５口

座番号 

記録範囲 本庄市公共施設等マネジメント推進審議会委員 

記録情報の収集方法 

・本人 

・市の機関内、他の市の機関、民間・私人（本人の

同意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 


